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第 5章 計画の推進体制 

１ 推進体制 

  自殺対策は、地域・ 行政・ 関係機関がそれぞれの役割を果たし、相互に連携・ 協働して取り組んでいく 

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 進行管理 

  各事業の進行管理については、毎年度庁内基本施策の実施状況を把握し、地域ネットワーク会議・ 健康 

 づくり推進協議会）において設定した数値目標や成果目標の達成状況を評価します。毎年１回開催する 

 自殺対策推進本部 政策会議）では、庁内関係部局間の連携を図り、計画の総合的かつ効果的な推進につ

いて協議します。 

 

 

 

 

 

自殺対策推進本部【政策会議】 

（庁内関係部局） 

地域ネットワーク会議【健康づくり推進協議会】 

（地域・行政・関係機関） 

 

保健センター 

 健康づくり推進員 
 食生活改善推進員 
 こころの体温計 
 ゲートキーパー研修 

文化スポーツ課 

 公民館事業 
 図書館事業 

保健センター 

 健康相談 
 こころの相談 
 育児に関する相談 

高齢福祉課 

 認知症カフェ 
 高齢者サロン 
 民生児童委員 
 包括支援センター 

高齢福祉課 

 介護相談 

子ども支援課 

 女性相談 
 ひとり親家庭相談 

子ども支援課 

 児童館、児童センター 
 親子ひろば 
 子ども食堂 

教育委員会 

 さわらび学級 
 SOS の出し方教育 

教育委員会 

 教育相談 
 スクールカウンセラー 

緑化公園課 

 花づくり活動 
 公園 

税務課 

 納税相談 

福祉課 

 障がい者相談 
 生活保護の相談 

くらし人権課 

 法律相談 
 消費生活相談 
 子どもの権利相談 

くらし人権課 

 子ども会議 
 地域力向上 
 

建築住宅課 

 市営住宅の提供 

保険年金課 

 児童扶養手当 
 保険料の免除申請 

産業観光課 

 中小企業融資 

人事課 

 職員研修 
 健康管理 

企業誘致課 

 企業訪問 

救急指令課 

 救命講習 

秘書広報課 

 相談先の周知 
 広報による情報発信 

上下水道課 

 水道料金納付相談 

相談窓口 

気づき・啓発・居場所づくり 

庁外関係機関  
保健所 医師会 歯科医師会 薬剤師会 社会福祉協議会 商工会議所 商工会 警察署 労働基準監督署 保護司会 

幼稚園 保育園 学校 子ども相談センター 人権擁護委員 ホーリークロスセンター 岐阜県いのちの電話協会 

岐阜県精神保健福祉センター 


